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１ 趣旨 

この総合評価点算定等基準(以下「算定基準」という。）は、鎌倉文学館本館改修及び増築等工事

施工者選定での総合評価競争入札における、総合評価点の算定方法、評価の項目、評価点の基準を

定めるものである。 

 

２ 評価点の設定 

各評価点の設定は次のとおりとする。 

（１）総合評価点の算定方法は次のとおりとする。 

総合評価点＝（技術評価点÷入札価格)×100,000,000 

※ 本案件については、低入札価格調査制度を適用するため、基準となる価格（以下「調査基

準価格」という。）を設定し、総合評価点の最も高かった者が調査基準価格を下回る入札の

場合は、入札を一時保留し、調査を行う。 

なお、入札価格が調査基準価格の 95％未満の場合は失格となる。 

詳細については、入札公告「13」に記載のとおり。 

（２）総合評価点における技術評価点は次のとおりとする。 

技術評価点＝標準点＋加算点 

（３）技術評価点における標準点は 100 点とし、入札参加条件を満たした者に配点する。 

（４）技術評価点における加算点は、表－１に規定される評価項目ごとに評価を行い、各評価項 

目の評価点の合計（最高 50 点）とする。 
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表－１ 評価項目及び配点基準 

評価種別 評価項目 配点 

企
業
の
技
術
力 

簡易な 

施工計画の 

技術的所見 

（技術資料） 

（技術的所見１） 

 工事目的物や材料等の品質

管理に係る技術的所見 

 文化財建造物である本館の改修における既

存部材の取り扱い（復原含む）及び構造補強の

施工に係る施工中の記録方法、協議・承認プロ

セスを含む品質確保及び施工管理について 

9 

28 

（技術的所見２） 

 発注者が指定する施工上の

課題に対する技術的所見 

 本館改修における素屋根設置、既存煙突の解

体（取り解き）・移設、既存絨毯（カーペット）

の清掃・保管並びに旧前田邸の解体に伴う再利

用部材等の解体（取り解き）・移設及び当該敷

地が埋蔵文化財包蔵地であることに係る施工

上の配慮事項について 

9 

（技術的所見３） 

 施工上配慮すべき安全対策

に係る技術的所見 

 工事全般の施工（仮設）計画（敷地内の安全

対策に係る配慮すべき事項等）について 
5 

（技術的所見４） 

 工程管理に係る技術的所見 

 本館改修及び増築（文化財に係る工事）、附

属棟の新築、外構整備に係る工事を契約期間内

に完了させるための配慮事項及び工程管理計

画について 

5 

企業の 

技術的能力 

 平成 27 年度から公告の日までに完成し、引き渡しが完了した建築一式工事

で、同類工事の実績 
5 

11 

 令和４年度から公告の日までに完成し、引き渡しが完了した発注者が神奈川

県内地方公共団体である公共工事における建築一式工事（最終契約額１億５千

万円以上）の工事成績評定の平均点 

3 

ISO 9001 の認証取得 1 

 平成 27 年度から公告の日までの発注者が神奈川県内地方公共団体である公

共工事（最終契約額１億５千万円以上）における建築一式工事において、優良

工事表彰の受賞実績 

2 

配置予定 

技術者の 

技術的能力 

 平成 27 年度から公告の日までに完成し、引き渡しが完了した建築一式工事

で、配置予定技術者が監理技術者若しくは主任技術者として従事した同類工事

の実績 

5 
8 

取得資格 3 

企業の 

社会性・信頼性 
特定施策への取組（８項目） 3 3 

加算点の合計 50 
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３ 評価基準 

各評価項目の評価基準は、次に示すとおりとする。 

（１） 企業の技術力・簡易な施工計画の技術的所見は、「技術的所見１：工事目的物や材料等の

品質管理に係る技術的所見」、「技術的所見２：発注者が指定する施工上の課題に対する技術

的所見」、「技術的所見３：施工上配慮すべき安全対策に係る技術的所見」、「技術的所見４：

工程管理に係る技術的所見」の４項目を評価の対象とし、評価方法等は次のとおりとする。 

ア 評価方法 

（ア） 提出された４項目それぞれの簡易な施工計画書（以下「施工計画書」という。）にお

いて、別に定める「評価の視点（別表－１～４）」に係る評価すべき内容の記載があれ

ば、視点ごとに評価点を 1 点とし、技術的所見１及び２は評価点を８項目（８点）、技

術的所見３及び４は評価点４項目（４点）とする。 

（イ） 「評価の視点（別表－１～４）」以外の記載において、評価すべき内容がある場合、

上記（ア）の各項目の評価点に１項目につき１点を加算する。 

（ウ）各技術的所見に係る配点の上限は、表－１ 評価項目及び配点基準に示すとおり、技術

的所見１及び２は９点、技術的所見３及び４は５点とする。 

（エ） 記載内容が次に該当する場合は失格とする。 

ａ 提出された施工計画書に内容の記載がない（白紙等）。 

ｂ 提出された施工計画書の記載内容が適切ではない(工事と関係のない記載等）。 

ｃ 提出された施工計画書の記載内容に実現性が無い、若しくは実現性が非常に低い。 

ｄ 提出された施工計画書の記載内容に法令違反の内容が記載されている。 

イ 評価確認書類等 

提出された「簡易な施工計画書（様式１－１及び１－２）」の記載内容により評価を行う。 

ウ 簡易な施工計画の評価の視点 

（ア） 技術的所見１に係る評価の視点は、文化財建造物である本館の改修における既存部材

の取り扱い（復原含む）及び構造補強の施工に係る施工中の記録方法、協議・承認プロ

セスを含む品質確保及び施工管理に対する考え方を確認するため別表－１（８項目）の

内容とする。 

（イ） 技術的所見２に係る評価の視点は、本館改修における素屋根設置、既存煙突の解体（取

り解き）・移設、既存絨毯（カーペット）の清掃・保管並びに旧前田邸の解体に伴う再

利用部材等の解体（取り解き）・移設及び当該敷地が埋蔵文化財包蔵地であることに係

る施工上の配慮事項に対する考え方を確認するため別表－２（８項目）の内容とする。 

（ウ） 技術的所見３に係る評価の視点は、工事全般の施工（仮設）計画（敷地内の安全対策

に係る配慮すべき事項等）に対する考え方を確認するため別表－３（４項目）の内容と

する。 

（エ） 技術的所見４に係る評価の視点は、本館改修及び増築（文化財に係る工事）、附属棟

の新築、外構整備に係る工事を契約期間内に完了させるための配慮事項及び工程管理計

画に対する考え方を確認するため別表－４（４項目）の内容とする。 

エ 評価の視点（別表－１～４）の公表について 

評価の視点（別表－１～４）は、総合評価一般競争入札終了後の公表とする。 
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（２）企業の技術力・企業の技術的能力についての評価項目及び評価方法は次のとおりとする。 

ア 同類工事の施工実績 

平成 27 年度から公告の日までに完成し、引き渡しが完了した建築一式工事で、同類工事の

施工実績。 

なお、本算定基準における同類工事は、発注者に関わらず以下のいずれかに該当するもの

とする。 

・同類工事Ａ 最終工事契約額が１億５千万円以上である国が指定する国宝・重要文化財

（以下「国宝・重要文化財」という。）に係る工事（ただし、建造物に係る

ものに限る。） 

・同類工事Ｂ 最終工事契約額が１億５千万円以上である国が登録する登録有形文化財（以

下「登録有形文化財」という。）、地方公共団体が指定する文化財（以下「地

公体指定文化財」という。）に係る工事（ただし、建造物に係るものに限る。） 

・同類工事Ｃ 最終工事契約額が１億５千万円以上である木造建築物の改修工事 

（ア） 評価方法 

ａ 元請けとして受注した同類工事において、２件以上の施工実績がある場合は評価点を

２点、１件の施工実績がある場合は評価点を１点、施工実績がない場合は評価点を０

点とする。 

ｂ 建築一式工事で、同類工事Ａの施工実績がある場合、a の評価点に３点を加える。 

ｃ 建築一式工事で、同類工事Ｂの施工実績がある場合、ａの評価点に２点を加える。た

だし、上記 b に該当する施工実績がある場合、加点は行わない。 

（イ） 評価確認書類等 

ａ 提出された「企業における施工実績表（様式２）」の記載内容及び施工実績確認書類

（任意書式）により評価を行う。 

ｂ 公共工事における施工実績は、当該工事に係る CORINS（コリンズ）登録データの写

しを提出するものとする。 

ｃ 公共工事以外の施工実績は、契約書及び契約図書一式など請負内容が確認できるもの

を提出することとし、鎌倉市は実績確認に必要な書類等の提出の期日を定めて求める

ことができるものとする。 

ｄ 鎌倉市において施工実績等が確認できないと判断した場合、「企業における施工実績

表」の再提出の期限を定めて求めることができ、期限までに再提出がない場合は失格

とする。 

イ 工事成績評定の平均点 

令和４年度から公告の日までに完成し、引き渡しが完了した発注者が神奈川県内地方公共

団体である公共工事における建築一式工事（最終契約額１億５千万円以上）の工事成績評定

の平均点。 

（ア） 評価方法 

ａ 元請けとして受注した、発注者が神奈川県内地方公共団体である公共工事における建

築一式工事（最終契約額１億５千万円以上）の工事成績評定の平均点（小数点以下切

り捨て）により以下の評価点とする。 

（ａ） 工事成績評定の平均点が 80 点以上の場合 ３点 
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（ｂ） 工事成績評定の平均点が 75 点以上 79 点以下の場合 ２点 

（ｃ） 工事成績評定の平均点が 70 点以上 74 点以下の場合 １点 

（ｄ） 工事成績評定の平均点が 65 点以上 69 点以下の場合 ０点 

（ｅ） 工事成績評定の平均点が 64 点以下の場合 －３点 

ｂ 元請けとして受注した、発注者が神奈川県内地方公共団体である公共工事における建

築一式工事（最終契約額１億５千万円以上）の工事成績評定が 1 件の場合、その工事

成績評定が 75 点以上であれば評価点を２点、65 点以上であれば評価点を０点、64

点以下であれば評価点を－３点とする。 

ｃ 元請けとして受注した、発注者が神奈川県内地方公共団体である公共工事における建

築一式工事（最終契約額１億５千万円以上）の工事成績評定がない場合、評価点は０

点とする。 

（イ） 評価確認書類等 

ａ 提出された「工事成績評定平均点計算表（様式３）」の記載内容及び工事成績評定通

知の写し（任意書式）により評価を行う。 

ｂ 工事成績評定があるにもかかわらず、工事成績評定平均点に算入していない実績があ

る場合は評価点を－５点とする。 

ウ ISO 9001 の認証取得 

（ア） 評価方法 

公告の日において、ISO9001 の認証を取得し、認証範囲に入札参加する事業所が含ま

れている場合は評価点を１点、それ以外の場合は評価点を０点とする。 

（イ） 評価確認書類等 

提出された「企業の技術的能力一覧表（様式４）」の記載内容及び ISO の登録証付属

書等、登録者名、住所、適用企画、認証範囲、有効期限の記載がある資料（任意書式）

により評価を行う。 

エ 優良工事表彰の受賞実績 

平成 27 年度から公告の日までの、発注者が神奈川県内地方公共団体である公共工事におけ

る建築一式工事（最終契約額１億５千万円以上）においての優良工事表彰の受賞実績 

（ア） 評価方法 

元請けとして受注した、発注者が神奈川県内地方公共団体である公共工事における建

築一式工事（最終契約額１億５千万円以上）において、神奈川県内地方公共団体から優

良工事表彰を受けた件数が２件以上の場合は評価点を２点、１件の場合は評価点を１点、

受賞がない場合は評価点を０点とする。 

（イ） 評価確認書類等 

提出された「企業の技術的能力一覧表（様式４）」の記載内容及び優良工事表彰状等、

優良工事表彰の受賞実績が確認できるものの写し（任意書式）により評価を行う。 

 

（３）配置予定技術者の技術的能力 

ア 配置予定技術者の同類工事の実績 

平成 27 年度から公告の日までに完成し、引き渡しが完了した建築一式工事で、配置予定技

術者が監理技術者若しくは主任技術者として従事した同類工事の実績 
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（ア） 評価方法 

ａ 本業務に係る配置予定技術者が、監理技術者若しくは主任技術者として従事した建築

一式工事の同類工事において、２件以上の施工実績がある場合は評価点を２点、１件

の施工実績がある場合は評価点を１点、施工実績がない場合は評価点を０点とする。 

ｂ 本業務に係る配置予定技術者が、監理技術者若しくは主任技術者として、建築一式工

事で同類工事Ａの施工実績がある場合、ａの評価点に３点を加える。 

ｃ 本業務に係る配置予定技術者が、監理技術者若しくは主任技術者として、建築一式工

事で同類工事Ｂの施工実績がある場合、ａの評価点に２点を加える。ただし、上記 b

に該当する施工実績がある場合、加点は行わない。 

（イ） 評価確認書類等 

ａ 提出された「配置予定技術者における施工実績表（様式５）」の記載内容及び施工実

績確認書類（任意書式）により評価を行う。 

ｂ 公共工事における施工実績は、当該工事に係る CORINS（コリンズ）登録データの写

しを提出するものとする。 

ｃ 公共工事以外の施工実績は、契約書及び契約図書一式など請負内容が確認できるもの

を提出することとし、鎌倉市は実績確認に必要な書類等の提出の期日を定めて求める

ことができるものとする。 

ｄ 鎌倉市において施工実績等が確認できないと判断した場合、「企業における施工実績

表」の再提出の期限を定めて求めることができ、期限までに再提出がない場合は失格

とする。 

（ウ） 配置予定技術者の実績における取扱いについて 

工事期間に現場担当等を変更した場合の、配置予定技術者の実績における取扱いにつ

いては、契約期間の７割以上従事しているものを実績として扱うものとする。 

イ 配置予定技術者の取得資格 

（ア） 評価方法 

配置予定技術者が a～ｃに該当する場合、1 項目 1 点（最大３項目３点）を評価点と

する。 

ａ 配置予定の監理技術者又は主任技術者が、監理技術者又は主任技術者として 10 年以

上の業務経験があり、監理技術者講習を５年以内に受講している。 

ｂ 配置予定の監理技術者又は主任技術者以外の配置予定技術者が、一級建築士若しくは

１級建築施工管理技士の資格を有している。 

ｃ 文化財建造物木工主任技能者に認定されている技術者を配置する。 

 

（４）企業の社会性・信頼性 

ア 特定施策への取組 

（ア） 評価方法 

公告の日において、次の特定施策への取組が行われている場合、項目ごとに１点を加算

し、最大３項目（３点）とする。 

ａ 高齢者の雇用の有無 

ｂ 障害者の雇用の有無 
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ｃ 若手技術者（資格有）の雇用の有無 

ｄ 女性の役員若しくは管理職の登用又は女性技術者（資格有）の雇用の有無 

ｅ 「ISO14001」又は、「エコアクション 21(かまくら版を含む)」の認証取得・参加届出

の有無 

ｆ 神奈川県子ども・子育て支援推進条例に基づく認証取得の有無 

ｇ 協力雇用主制度の登録の有無 

ｈ 健康経営優良法人の認定又は、ISO45001（労働安全衛生マネジメントシステム）の認

証取得の有無 

（イ） 評価確認書類等 

ａ 提出された「企業の社会性・信頼性一覧表（様式７－１及び７－２）」の記載内容及

び各施策等に取り組んでいることがわかる書類等を提出するものとする。 

ｂ 鎌倉市において各施策等への取組が確認できないと判断した場合、書類等の再提出の

期限を定めて求めることができ、期限までに再提出がない場合は失格とする。 

 

（５）その他 

ア 共同企業体の取扱い 

単体企業として入札に参加する場合若しくは共同企業体（以下「JV」という。）として入札

に参加する場合の、過去の単体企業又は JV での実績等は次のとおりとする。 

（ア） 単体企業として入札に参加する場合の取扱い 

ａ 経常建設共同企業体（以下「経常 JV」という。）での実績は評価の対象としない。 

ｂ 特定建設工事共同企業体（以下「特定 JV」という。）での実績は、代表者、構成員に

かかわらず、評価の対象とする。ただし、その JV での出資比率は表－２に示す率以

上であること。 

 

表－２ 

構成員の数（代表者を含む） 出資比率 

２ 社 30 ％以上 

３ 社以上 20 ％以上 

 


